
付属文書 4

サービス貿易におけるアーリーハーベスト部門及び開放措置

台湾側非金融サービス業の開放承諾 1

サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1、実務サービス業

C.研究及び開発サービス

業(CPC851、852、853)

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)中国のサービス提供者が

台湾で独資、合資、パート

ナーシップ及び支社設立等

の形式で業務拠点を設立

し、研究及び開発サービス

を提供する事を許可する。

注 1 業種分類は、世界貿易機関｢サービス貿易総協定｣サービス業分類

(GNS/W/120)を使用し、業種の内容は暫定国連中央生産分類(CPC、 United

Nations Provisional Central Product Classification,

ST/ESA/STAT/SER.M77)を参考にする。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1、実務サービス

F.その他の実務サービス

(s)会議サービス

(CPC87909*)

——*は会議或いは類似の

サービスを提供する計

画、組織、管理及びマー

ケティング等の営業活動

(出張料理及び飲料サー

ビスを含む)を指す。

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)中国のサービス提供者が台

湾で独資、合資、パートナー

シップ及び支社設立等の形式

で業務拠点を設立し、会議サ

ービスを提供する事を許可す

る。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1、実務サービス

F.その他の実務サービス

(s)展覧サービス

(CPC87909)

——共催による専業展覧に

限る

中国の企業、事業機

関、並びに展覧関連の

団体或いは基金会等

が、台湾で台湾の展覧

産業の企業或いは同

業組合、商会、協会等

団体と共催で専業展

覧に従事する事を許

可する。但し、関連規

定に符合しなければ

ならない。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1、実務サービス

F.その他の実務サービス

(t)その他

v.特製品デザイン・サー

ビス業(CPC87907)

——インテリアデザイン以

外の専門デザイン・サー

ビスに従事する業種は全

てこの分野に属する

(例：服装、宝石、家具等

の商品、及びその他個人

或いは家庭物品のデザイ

ン、視覚伝達(平面)デザ

イン及び包装デザイン等

のサービス)。

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)中国のサービス提供者が

台湾で独資、合資、パート

ナーシップ及び支社設立

等の形式で業務拠点を設

立し、特製品デザイン・サ

ービスを提供する事を許

可する。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

2、通信サービス

D.音響影像サービス

(b)映画の映写サービス

——中国語映画フィルムと

合同撮影したフィルム

中国の関連規定に基

づいて設立した影像

制作機関が撮影し、台

湾の関連規定に定義

する中国の映画フィ

ルムは、台湾主管機関

の審査通過後、毎年

10 作品を限度とし

て、台湾で商業発行上

映できる。同時に中国

映画の台湾発行上演

関連規定に符合しな

ければならない。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

4、流通サービス

A.仲介サービス(生きている動

物を除外)(CPC621)

——その都度費用を計算、或いは

契約の報酬計算方式に基づい

て、有形商品売買を仲介するこ

とでコミッションを取得する業

種は全てこの分野に属する。イ

ンターネットを通じて商品仲介

業に従事することもこの分野に

帰属する。

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)中国のサービス提

供者が台湾で独資、

合資、パートナーシ

ップ及び支社設立

等の形式で業務拠

点を設立し、仲介サ

ービスを提供する

事を許可する。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

10.娯楽、文化及びスポーツのサービス(音響影像サービスを除く)

D.スポーツその他の娯楽

サービス(CPC96411、

96412、96419)

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)中国のサービス提供者が

台湾で独資、合資、パート

ナーシップ及び支社設立

等の形式で業務拠点を設

立し、スポーツその他娯楽

サービスを提供すること

を許可する。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

11.航空運送サービス

(c)コンピュータによる

予約システム 2

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)中国のサービス提供者が

台湾で独資、合資、パート

ナーシップ及び支社設立

等の形式で業務拠点を設

立し、コンピュータによる

予約システムを提供する

ことを許可する。

注 2 世界貿易機関｢サービス貿易総協定『航空運送サービス業付則』｣の定義

を適用する。



台湾側金融サービス業の開放承諾

分野 具体的承諾

銀行及びその他金融サービス(証券

先物商品取引並びに保険は含まな

い)

中国の銀行が台湾で代表人事務所設立を

許可され、かつ満 1年経過した後、台湾支

社設立が申請できる。



中国方面非金融サービス部門の開放承諾 3

サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1.実務サービス

A.自由職業サービス

b.会計、監査及び簿記サ

ービス(CPC862)

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)世界貿易機関加入時に承

諾した内容以外は、承諾し

ない。

台湾の会計士事務所

が中国で臨時に会計

監査業務を実施する

際に申請する｢臨時会

計監査業務執行許可

書｣の有効期間を 1年

とすることを許可す

る。

注 3 部門分類は世界貿易機関｢サービス貿易総協定｣サービス業分類

(GNS/W/120)を使用し、部門の内容は、暫定国連中央生産分類(CPC、 United

Nations Provisional Central Product Classification,

ST/ESA/STAT/SER.M77)を参考にする。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1.実務サービス

B.電子計算機及び関連の

サービス

b.ソフトウェア実行サー

ビス(CPC842)

c.データ処理サービス

(CPC843、CPC8439 は含ま

ない)

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)世界貿易機関加入時の承

諾を基礎にして、台湾のサ

ービス提供者が中国で独資

企業を設立し、ソフトウェ

ア実行サービスを提供する

事を許可する。

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)世界貿易機関加入時の承

諾を基礎にして、台湾のサ

ービス提供者が中国で独資

企業を設立し、データ処理

サービスを提供する事を許

可する。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1.実務サービス

C.研究及び開発のサービ

ス

——自然科学並びにエンジ

ニアリング学の研究開発

及び実験開発サービス

(CPC8510)

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)世界貿易機関加入時の承

諾を基礎にして、台湾のサ

ービス提供者が中国で合

資、提携、或いは独資企業

を設立し、自然科学並びに

エンジニアリング学の研究

開発及び実験開発サービス

を提供する事を許可する。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1.実務サービス

F.その他の実務サービス

s.会議サービス

(CPC87909)

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)世界貿易機関加入時の承

諾を基礎にして、台湾のサ

ービス提供者が中国で独資

企業を設立し、会議サービ

スを提供する事を許可す

る。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1.実務サービス

F.その他の実務サービス

——専業デザイン・サービ

ス(CPC87907)

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)台湾のサービス提供者が

中国で合資、提携、或いは

独資企業を設立し、専業デ

ザイン・サービスを提供す

る事を許可する。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

1.通信サービス

D.音響影像サービス

——ビデオテープの配給サ

ービス、娯楽ソフトウェ

ア及び(CPC83202)録音製

品の配給サービスを含む

(1)制限なし。

(2)制限なし。

(3)世界貿易機関加入時に承

諾した内容以外は、承諾し

ない。

台湾の関連規定に基

づいて設立或いは設

置した影像制作機関

が撮影し、50％以上の

映画著作権を有する

中国語映画は、中国主

管機関の審査に通過

した後、輸入割当て制

限を受けずに中国で

発行上映できる。当該

映画の主要作業人員

の組織別 4中、台湾居

住民は当該組織別全

体人数の 50％以上を

占めていなければな

らない。

注 4 主要作業人員組織別には、監督、シナリオ作家、男性主役、女性主役、

男性助演、女性助演、制作監督、カメラマン、編集、美術指導、服装デザイン、

アクション/武術指導、及びオリジナル音楽が含まれる。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

8、健康に関連するサービス及び社会事業サービス(専業サービスに掲げられ

ているものを除く)

A.病院サービス

（CPC9311）

(1)承諾しない。

(2)承諾しない。

(3)台湾のサービス提供者が

中国で合資、提携病院を設

立することを許可する。台

湾のサービス提供者が上海

市、江蘇省、福建省、広東

省、海南省で独資病院を設

立する事を許可する 5。

注 5 中国における外国企業の合資、提携或いは独資病院の設立投資に関する

規定に符合しなければならない。



サービス提供様式：(1)越境取引、(2)域外消費、(3)商業拠点

分野 市場開放の承諾 その他の承諾

11、運送サービス

C.航空運送サービス

d.航空機の保守及び修理

サービス 6(CPC8868)

(1)承諾しない 7。

(2)制限なし。

(3)世界貿易機関加入時の承

諾を基礎にして、台湾のサ

ービス提供者が中国で独資

或いは合資形式で中国航空

機の保守分野に投資するこ

とを許可するが、台湾のサ

ービス提供者は法人でなけ

ればならず、或いは多数の

台湾サービス提供者が共同

で投資する場合、その主要

投資者は法人でなければな

らない。

注 6 世界貿易機関｢サービス貿易総協定『航空運送サービス業に関する付属文

書』｣の定義を適用する。

注 7 技術的実行可能性が欠乏しているため、承諾しない。



中国方面金融サービス部門の開放承諾

部門名称 具体的承諾

保険及びその関連サービス 台湾の保険会社が、グループ合計で又

は戦略的合併で組織したグループで、

外国資本保険会社の市場進出許可条件

(グループの総資産が 50 億米ドル以

上、そのうち 1社の台湾保険会社の経

営が 30 年以上で、かつそのうちの 1

社の台湾保険会社が中国に代表者事務

所を設立して 2年以上)に合致すれば、

中国市場への進出の申請を許可する 。



部門名称 具体的承諾

銀行及びその他金融サービス

(証券先物商品取引並びに保険

を含まない)

1. 台湾の銀行は中国｢外資銀行管理条例｣の

関連規定により、中国で独資銀行或いは支

店(独資銀行の所属でない支店)の設立を

申請する場合、中国で代表者事務所を設立

して１年以上経過してから申請を提出し

なければならない。

2. 台湾の銀行の中国での営業機関が人民元

業務の経営を申請する場合には、中国にお

ける（支店等の）開業が 2年以上、かつ申

請提出前 1年間に利益が出ている条件を

満たすことが必要。

3. 台湾の銀行の中国での営業機関が、中国で

台湾資本企業に対する人民元業務の経営

を申請する場合には、中国における（支店

等の）開業が 1年以上、かつ申請提出前 1

年間に利益が出ている条件を満たすこと

が必要。

4. 台湾の銀行が中国で設立した営業機関が

小企業金融サービス専門機関を設置する

ことができる。具体的要件は中国の関連規

定に基づき実施する。

5. 台湾の銀行が中国中西部、東北部地区で支

店(独資銀行の所属でない支店)設置を申

請するため、優先して取り扱う。

6. 主管機関が台湾の銀行の中国の支店の利

益が出ているかを審査する場合、複数の支

店全体で判断する方式で行う。



部門名称 具体的承諾

証券、先物商品取引及びその関

連サービス

1. 条件に適合する台湾の金融機構が中国で

ＱＦＩＩ（指定国外機関投資家）資格を申請す

る場合には、適切な便宜を与える。

2. 中国のＱＤＩＩ（適格国内機関投資家）が

投資できる金融派生商品の取引所リスト

に台湾証券取引所、先物商品取引所をでき

るだけ早く追加する。

3. 台湾の証券従業者の中国での従業者資格

申請手続きを簡略化する。


